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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリパックであって、
　外側底板及び内側底板を有し、前記内側底板の上方にバッテリセルを収容する主室を画
定すると共に、前記外側底板と前記内側底板との間に副室を画定するハウジングを有し、
　前記外側底板が、前記内側底板に略平行に形成された外側平板部と、前記外側平板部の
端部から延出し前記内側底板の端部に当着する縦壁とを含み、
　前記内側底板に、前記外側底板に向けて突出する筒状フランジを備えた少なくとも１つ
の開口が設けられ、
　前記ハウジングには、当該ハウジングの外部と前記副室とを連通する空気流通路が形成
され、
　前記内側底板の底面が、前記縦壁に隣接する位置にて前記縦壁に向けて前記内側底板の
底面の基準面に対して前記外側底板から離れる上側に傾斜し、
　前記空気流通路が、前記内側底板の前記基準面よりも前記上側に縁部を有する第１流通
孔を含むことを特徴とするバッテリパック。
【請求項２】
　前記縦壁が前記外側平板部の縁部から前記内側底板の縁部に向けて外方に傾斜している
ことを特徴とする請求項１に記載のバッテリパック。
【請求項３】
　前記空気流通路が前記縦壁に設けられた第２流通孔を含むことを特徴とする請求項１、
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又は請求項２に記載のバッテリパック。
【請求項４】
　前記第２流通孔が前記基準面に対して概ね垂直方向に延在していることを特徴とする請
求項３に記載のバッテリパック。
【請求項５】
　少なくとも前記内側底板の底面が前記第２流通孔に対向する位置から外方において前記
上側に傾斜していることを特徴とする請求項４に記載のバッテリパック。
【請求項６】
　前記内側底板は前記筒状フランジから外方において前記外側底板及び前記縦壁から離れ
る向きに傾斜し、
　前記第２流通孔に対向する位置から外方における前記内側底板の底面と前記基準面との
なす角度が、前記筒状フランジから前記第２流通孔が対向する位置までにおける当該内側
底板の底面と当該基準面とのなす角度よりも大きいことを特徴とする請求項５に記載のバ
ッテリパック。
【請求項７】
　前記外側平板部が、前記筒状フランジに対向する部分と前記縦壁との間にて前記内側底
板に向けて突出するリブを有することを特徴とする請求項１～請求項５のいずれか１つの
項に記載のバッテリパック。
【請求項８】
　前記外側平板部が、前記筒状フランジに対向する部分と前記縦壁との間にて前記内側底
板に向けて突出するリブと、前記縦壁と前記リブとの間に形成された第２流通孔とを有し
ていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のバッテリパック。
【請求項９】
　電動作業機の本体上に少なくとも上部が露出する態様で装着されるように構成されてい
ることを特徴とする請求項１～請求項８のいずれか１つの項に記載のバッテリパック。
【請求項１０】
　前記基準面が概ね水平をなすように、前記電動作業機の本体に搭載され、
　前記第１流通孔の上縁部に前記ハウジングの側面に沿って下方に突出する突出部が形成
されていることを特徴とする請求項９に記載のバッテリパック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動芝刈機に電力を供給するための取り外し可能な充電式のバッテリパック
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電動作業機、例えば、芝を刈るための電動作業機である電動芝刈機では、使用者の作業
性向上を目的として、取り外し可能なバッテリパックを搭載したものが知られている（例
えば、特許文献１）。このような電動作業機では、屋外で使用されるため、降雨や散水等
による水濡れに対してバッテリパック及びその周辺の電気機器の保護を図る必要がある。
【０００３】
　特許文献１の電動芝刈機では、バッテリ装着部を開閉するバッテリカバーが設けられる
ことによってバッテリ装着部の防水が図られている。更に、バッテリ装着部の最も低い部
位に排水孔を備え、バッテリカバー内に浸入した雨水等が排水孔を経て排水されることに
よって防水が図られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２６号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、作業性を向上させるべく、電動芝刈機に搭載されるバッテリセルの容量が増加し
、バッテリセルからの発熱が問題となっている。バッテリセルからの発熱に対して、バッ
テリセル及びバッテリパックの外部を繋ぐ空気流通路をバッテリパックに設けることが考
えられるが、特許文献１の電動芝刈機では、雨水等がバッテリ装着部を流れるときに空気
流通路を通ってバッテリパックの内部へ浸入する虞がある。従って、バッテリセル及びバ
ッテリパックの外部を繋ぐ空気流通路を有し、且つ、バッテリセルへの水の到達が防止さ
れたバッテリパックが望まれている。
【０００６】
　本発明は、以上の背景を鑑み、バッテリパックの外部からバッテリセルへ至る空気流通
路を有し、且つ、バッテリセルへの水の到達が防止されたバッテリパックを提供すること
を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、バッテリパック（２）であって、外側底板（１４５）及び
内側底板（１４１）を有し、前記内側底板の上方にバッテリセル（９８）を収容する主室
（９７）を画定すると共に、前記外側底板と前記内側底板との間に副室（１４８）を画定
するハウジング（１００）を有し、前記外側底板が、前記内側底板に略平行に形成された
外側平板部（１４６）と、前記外側平板部の端部から延出し前記内側底板の端部に当着す
る縦壁（１４７）とを含み、前記内側底板に、前記外側底板に向けて突出する筒状フラン
ジ（１４３）を備えた少なくとも１つの開口が設けられ、前記ハウジングには、当該ハウ
ジングの外部と前記副室とを連通する空気流通路が形成され、前記内側底板の底面が、前
記縦壁に隣接する位置にて前記縦壁に向けて前記内側底板の底面の基準面に対して前記外
側底板から離れる上側に傾斜し、前記空気流通路が、前記内側底板の前記基準面よりも前
記上側に縁部を有する第１流通孔（１４９）を含むバッテリパックが提供される。
【０００８】
　この態様によれば、バッテリパックに空気流通路が形成されている。更に、バッテリパ
ックの底面がバッテリの鉛直方向上側となるようにバッテリが載置され、水が副室に浸入
した場合であっても、水が内側底板の縦壁に隣接する位置から内側底板の底面に沿って内
側底板の端部に向かって進み第１流通孔から排出される。そのため、バッテリセルへの水
の到達が防止される。
【０００９】
　また、上記の態様において、前記縦壁が前記外側平板部の縁部から前記内側底板の縁部
に向けて外方に傾斜しているとよい。
【００１０】
　この態様によれば、縦壁が外方に傾斜しているため縦壁と外側平板部との境界に水が留
まりにくくなる。
【００１１】
　また、上記の態様において、前記空気流通路が前記縦壁に設けられた第２流通孔（１５
０Ａ、１５０Ｂ）を含むとよい。
【００１２】
　この態様によれば、副室内の水が第２流通孔を介して排水されるため、バッテリセルへ
の水の到達がより防止される。
【００１３】
　また、上記の態様において、前記第２流通孔が前記基準面に対して概ね垂直方向に延在
しているとよい。
【００１４】
　この態様によれば、バッテリパックを底面が鉛直下向きとなるように配置したときに、
第２流通孔が鉛直下向きとなるため、バッテリパックから水が抜けやすい。更に、縦壁が
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鉛直方向に対して傾斜しているため、バッテリパックの側面から副室へ水が浸入しにくく
なる。
【００１５】
　また、上記の態様において、少なくとも前記内側底板の底面が前記第２流通孔に対向す
る位置から外方において前記上側に傾斜しているとよい。
【００１６】
　バッテリパックの底面を鉛直下向きとなるように配置したときに、第２流通孔から副室
に浸入した水は第２流通孔に対向する内側底板の底面に到達する。この態様によれば、第
２流通孔に対向する内側底板の底面が外方に向かって下方へ傾斜するように形成されてい
るため、第２流通孔に対向する内側底板の底面に到達した水は外方へ流れる。そのため、
副室に浸入した水は第１流通孔から排出され易くなる。
【００１７】
　また、上記の態様において、前記内側底板は前記筒状フランジから外方において前記外
側底板及び前記縦壁から離れる向きに傾斜し、前記第２流通孔に対向する位置から外方に
おける前記内側底板の底面と前記基準面とのなす角度が、前記筒状フランジから前記第２
流通孔が対向する位置までにおける当該内側底板の底面と当該基準面とのなす角度よりも
大きいとよい。
【００１８】
　この態様によれば、基準面が水平となる位置にあるバッテリを傾けた場合であっても、
第２流通孔と対向する位置にある内側底板に付着した水が内方である筒状フランジの側に
移動しにくくなり、バッテリセルへ水が到達しにくくなる。
【００１９】
　また、上記の態様において、前記外側平板部が、前記筒状フランジに対向する部分と前
記縦壁との間にて前記内側底板に向けて突出するリブ（１５２）を有するとよい。
【００２０】
　この態様によれば、第１流通孔及び第２流通孔から筒状フランジの開口部分に至る空気
流通路がリブによって妨げられたラビリンス通路となるため、バッテリセルへの水の到達
が防止される。
【００２１】
　また、上記の態様において、前記外側平板部が、前記筒状フランジに対向する部分と前
記縦壁との間にて前記内側底板に向けて突出するリブと、前記縦壁と前記リブとの間に形
成された第２流通孔（１５０Ｃ、１５０Ｄ）とを有しているとよい。
【００２２】
　この態様によれば、第２流通孔から筒状フランジの開口部分に至る空気流通路がラビリ
ンス通路となるため、バッテリセルへの水の到達が防止される。
【００２３】
　また、上記の態様において、電動作業機（１）の本体（２）上に少なくとも上部が露出
する態様で装着されるように構成されているとよい。
【００２４】
　この態様によれば、バッテリパックの着脱が容易になる。
【００２５】
　また、上記の態様において、前記基準面が概ね水平をなすように、前記電動作業機の本
体に搭載され、前記第１流通孔の上縁部に前記ハウジングの側面に沿って下方に突出する
突出部（１４９Ｂ）が形成されているとよい。
【００２６】
　この態様によれば、バッテリが本体に搭載されたとき、バッテリ側壁面を伝って下に流
れてくる水は突出部に沿って下方に流れるため、バッテリセルへの水の到達が防止される
。
【発明の効果】
【００２７】
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　以上の構成によれば、バッテリパックの外部からバッテリセルへ至る空気流通路を有し
、且つ、バッテリセルへの水の到達が防止されたバッテリパックを提供することが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明に係る電動芝刈機の斜視図
【図２】図１の電動芝刈機の縦断面図
【図３】図１の電動芝刈機のバッテリパックの斜視図
【図４】図３のバッテリパックの底面図
【図５】図４のＶ－Ｖ断面図
【図６】（Ａ）バッテリパックの底面が鉛直上向きとなるように載置されたときのＶ－Ｖ
断面図、（Ｂ）バッテリパックの左右側面が鉛直上向きとなるように載置されたときのＶ
－Ｖ断面図
【図７】別実施形態におけるバッテリパックの断面図
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下に本発明に係るバッテリパックを電動作業機の一態様である電動芝刈機に搭載した
実施例について図１～図７を参照して説明する。
【００３０】
　図１及び図２に示すように、本実施形態に係る電動芝刈機１は、本体２と、本体２の下
部に設けられたブレード３と、本体２に結合した左右一対の前輪４及び後輪５と、本体２
から後上方に延びるハンドル６とを有する。本体２には下部中央に凹部７が設けられ、凹
部７にブレード３が収容されている。本体２にはブレード３が回転軸に結合されたブレー
ド用モータ８、及び左右の後輪５を駆動するための走行用モータ９が支持されている。ブ
レード用モータ８及び走行用モータ９は共に電気モータであり、本体２には各モータを駆
動制御する制御装置１０が設けられている。
【００３１】
　ハンドル６は、本体２の後部左右からそれぞれ後上方に延びる側辺部１２と、各側辺部
１２の後端同士を互いに連結する後辺部１３とを有する。ハンドル６の後辺部１３には、
走行用モータ９を操作するための走行用レバー１５とブレード用モータ８を操作するため
のブレード用レバー１６とが設けられている。
【００３２】
　本体２の上部には、ブレード用モータ８、左右の走行用モータ９、及び制御装置１０を
覆う上部カバー１８が設けられている。上部カバー１８の上面に設けられたバッテリ収容
凹部１９には、各モータ８、９及び制御装置１０に電力を供給するバッテリパック２０が
着脱可能に受容されている。
【００３３】
　本体２には凹部７から本体２の後面に延びる通路２２が形成され、その開口端を塞ぐよ
うにグラスバッグ２３が設けられている。ブレード３によって刈り取られた芝は凹部７か
ら通路２２を通って後方へ排出され、グラスバッグ２３に回収される。
【００３４】
　バッテリパック２０は、図１に示されるように、バッテリパック２０がバッテリ収容凹
部１９に収容されたときに前後に延びるよう配置される。以下ではバッテリパック２０が
収容されたときを基準として、前後左右上下を定めて説明を行う。
【００３５】
　図３に示されるように、バッテリパック２０は内部にバッテリセル９８（図５）を収容
する略直方体状のハウジング１００と、ハウジング１００の上側から結合しハウジング１
００の凹部の上側の開口を覆うバッテリカバー１０２とを備える。バッテリパック２０は
、電動芝刈機１の進行方向に対して、概ね上下方向に向く面、概ね左右方向に向く面、及
び概ね前後方向を向く面を有するように本体２に搭載される。本実施形態では、図８に示
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されるように、バッテリカバー１０２は前縁、及び後縁においてハウジング１００の前後
壁に嵌合している。図７に示されるように、バッテリカバー１０２の後端には、ハウジン
グ１００の上面近傍に結合し後方へ略Ｕ字状に延出した把持部１０４が設けられている。
【００３６】
　図４に示されるように、バッテリパック２０の下面には、バッテリパック２０をバッテ
リ収容凹部１９に収容するときにバッテリパック２０の位置決めを行うための底面リブ１
１０が配置されている。更に、バッテリパック２０の前端には給電端子１３２が配置され
ている。また、バッテリパック２０の後端にはバッテリパック２０がバッテリ収容凹部１
９に収容されたときに、バッテリ収容凹部１９の後壁に設けられたラッチ部材（図示せず
）と係合し、バッテリパック２０をバッテリ収容凹部１９に係止する被係止部１４０が配
置されている。
【００３７】
　図５に示されるように、ハウジング１００の下側にある底部には略水平な内側底板１４
１が設けられている。内側底板１４１は前後左右に直線状の端縁を有する略長方形状をな
し、その前後左右端縁にてハウジング１００を形成する前後左右の壁に結合している。ハ
ウジング１００の前後左右の壁、及び内側底板１４１によって上方に開口する凹部が画定
され、その開口をバッテリカバー１０２（図３）が覆っている。ハウジングの前後左右の
壁、内側底板１４１、及びバッテリカバー１０２によって主室９７が画定される。主室９
７の内部にはバッテリセル９８が配置されている。本実施形態では、１つのバッテリパッ
ク２０に２つのバッテリセル９８が左右に並んで配置されている。
【００３８】
　図４の破線で示されるように、内側底板１４１にはバッテリセル９８の下側において、
左右に対をなす開口部１４２（１４２Ｆ、１４２Ｍ、１４２Ｂ）が、前後方向に並んで３
対設けられている。図５に示されるように、各開口部１４２は下方に向けて突出する筒状
フランジ１４３を有している。筒状フランジ１４３は左右のバッテリセル９８の下方に左
右に対をなすように設けられている。各開口部１４２は前後に延びる略長方形状に形成さ
れている。
【００３９】
　内側底板１４１の底面は左右に対をなす筒状フランジ１４３の間にて略水平となる領域
を含んでいる。図５に示されるように、前後方向に所定の位置での断面において筒状フラ
ンジ１４３の間の内側底板１４１の底面は水平をなす。以下では、左右に対をなす筒状フ
ランジ１４３の間にて略水平な内側底板１４１の面を基準面１４４と記載する。
【００４０】
　内側底板１４１の筒状フランジ１４３の外方にある底面は基準面１４４に対して上向き
に傾斜している。内側底板１４１の筒状フランジ１４３の外方にある底面の基準面１４４
に対する傾斜角度は少なくとも２段階に変化するように形成され、内側底板１４１の左右
端縁に近い側においてその傾斜角度がより大きくなるように設定されている。本実施形態
では、内側底板１４１は基準面１４４に対して角度が２段階となるように設定され、筒状
フランジ１４３の左右外方端縁から左右方向に所定の距離までの領域（以下、領域Ａと記
載する）において内側底板１４１の底面と基準面１４４とのなす角度θ（図５）は９０度
よりも小さい所定の角度であり、領域Ａの外側から内側底板１４１の左右両端縁までの領
域（以下、領域Ｂと記載する）において、内側底板１４１の底面と基準面１４４とのなす
角度φは、角度θよりも大きく４５度よりも小さい所定の角度となるように設定されてい
る。
【００４１】
　内側底板１４１は良好な撥水性を有する材料によって形成され、筒状フランジ１４３の
基準面１４４からの突出高さは基準面１４４に付着した水滴の高さよりも高く設定されて
いる。
【００４２】
　図５、及び図６に示されるように、内側底板１４１の下側には、外側底板１４５が設け
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られている。外側底板１４５は略水平に形成され、基準面１４４に略平行な外側平板部１
４６を有する。外側平板部１４６は略長方形状に形成され、その底面には底面リブ１１０
等が結合している。左右前後の端縁は内側底板１４１の左右前後の端縁よりもバッテリパ
ック２０の内方に位置している。筒状フランジ１４３の突出高さは外側底板１４５に当接
しないように設定されている。
【００４３】
　外側底板１４５には、外側平板部１４６の左右前後の端縁から外方且つ上方に向けて延
出し、内側底板１４１の端部に当着する縦壁１４７が設けられている。縦壁１４７と基準
面１４４に対して傾斜し、本実施形態では、縦壁１４７と基準面１４４とのなす角度δは
角度φよりも大きい所定の角度となるように設定されている。図４に示されるように、縦
壁１４７には、外側平板部１４６の左端縁から内側底板１４１の左端縁まで延出する左側
縦壁１４７Ｌと、外側平板部１４６の右端縁から内側底板１４１の右端縁まで延出する右
側縦壁１４７Ｒとが含まれている。図５に示されるように、バッテリパック２０には内側
底板１４１の底面と外側底板１４５の上面とによって画定された副室１４８が形成されて
いる。
【００４４】
　左側縦壁１４７Ｌ、及び右側縦壁１４７Ｒの左右方向の幅は、左側縦壁１４７Ｌ、及び
右側縦壁１４７Ｒの左右両縁が領域Ｂを画定する左右両縁と上下に揃うように設定されて
いる。
【００４５】
　左右方向に左側縦壁１４７Ｌ、及び右側縦壁１４７Ｒと内側底板１４１との端部とが当
着する位置であり、前後方向に所定の位置にバッテリパック２０の外部から副室１４８に
通じる第１流通孔１４９が設けられている。第１流通孔１４９の上縁部１４９Ａは全長に
渡って内側底板１４１の基準面１４４よりも上側となるように設定されている。本実施形
態では、第１流通孔１４９の下縁部の底面は概ね水平をなし、上縁部１４９Ａの上面は内
側底板１４１の底面と連続するように基準面１４４に対して角度φをなして傾斜している
。更に、第１流通孔１４９の開口縁上部には下方に向けて突出した突出部１４９Ｂが設け
られている。
【００４６】
　図４に示されるように、左側縦壁１４７Ｌ、及び右側縦壁１４７Ｒにはそれぞれ、基準
面１４４に対して垂直方向、即ち上下方向に貫通する２つの第２流通孔１５０Ａ、１５０
Ｂが設けられている。２つの第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂは左側縦壁１４７Ｌ、及び右
側縦壁１４７Ｒにおいて左右に並んで配置されている。
【００４７】
　よって、内側底板１４１の領域Ｂの直下に２つの第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂに形成
され、２つの第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂは共に内側底板１４１の領域Ａに対向してい
る。
【００４８】
　図５に示されるように、外側平板部１４６の上面には、左右方向に筒状フランジ１４３
と第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂとの間において、内側底板１４１に向けて突出する内部
リブ１５２が設けられている。本実施形態では、内部リブ１５２は領域Ａに対応する内側
底板１４１の底面に向けて上方に突出し、その突出端は開口部１４２よりも上側に位置し
ている。
【００４９】
　図４に示されるように、外側底板１４５に設けられた複数のねじ孔を通過する螺子によ
って、外側底板１４５は内側底板１４１に結合されている。
【００５０】
　内側底板１４１に設けられた３対の開口部１４２は、左右の対ごとに内側底板１４１に
設けられた左右に延在する２つの仕切りリブ１５５によって、前側、中央、及び後側の３
つの部分に仕切られている。その前側部分に位置する１対の開口部１４２を前側開口部１
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４２Ｆ、中央部分に位置する１対の開口部１４２を中央開口部１４２Ｍ、後側部分に位置
する１対の開口部１４２を後側開口部１４２Ｂと記載する。
【００５１】
　次に、バッテリパック２０の動作について説明する。バッテリパック２０は図１に示さ
れるように、電動芝刈機１の本体２の上部に少なくともバッテリパック２０の上部が露出
する態様で装着される。バッテリパック２０から本体２に電力が供給され、本体２のモー
タ８、９が駆動し、芝刈りが行われる。
【００５２】
　バッテリパック２０には、図示しないファンによる強制排気や自然排気によって、バッ
テリパック２０外部からバッテリセル９８に至る空気流通路Ｘが形成される。空気流通路
Ｘには、バッテリパック２０の外部から第１流通孔１４９、及び第２流通孔１５０Ａ、１
５０Ｂを通って副室１４８に入り、前側開口部１４２Ｆ又は後側開口部１４２Ｂを介して
主室９７に至る吸気通路Ｙと、主室９７から中央開口部１４２Ｍを介して副室１４８に到
達し、第１流通孔１４９、及び第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂからバッテリパック２０の
外部に出る排気通路Ｚとが含まれている。これらの吸気通路Ｙ、及び排気通路Ｚを通過す
る風によって、バッテリセル９８が冷却される。よって、第１流通孔１４９、及び第２流
通孔１５０Ａ、１５０Ｂは冷却用の空気流通路Ｘの一部として機能する。
【００５３】
　次に、バッテリパック２０の効果について説明する。バッテリパック２０は電動芝刈機
１の上面に上部が露出する態様で装着されているため、バッテリパック２０の着脱が容易
であり作業性が向上する。また、バッテリパック２０にはハウジング１００の外部と副室
１４８とを連通する空気流通路Ｘが形成されているため、バッテリセル９８に熱がこもり
にくい。
【００５４】
　バッテリパック２０は電動芝刈機１の上面に、内側底板１４１及び外側底板１４５が下
側となり、基準面１４４が水平となるように載置される。電動芝刈機１は主に屋外で使用
されるため、バッテリパック２０には雨水等がかかる虞がある。電動芝刈機１に装着され
たときに、バッテリパック２０の第１流通孔１４９及び第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂが
上向きに開口していないため、バッテリセル９８に水が到達しにくい。
【００５５】
　バッテリパック２０は電動芝刈機１に搭載されているときに、バッテリパック２０の壁
面を伝って下に流れてくる水は突出部１４９Ｂに沿って下方に流れるため、副室１４８に
水が浸入しにくくなり、バッテリセル９８への水の到達が防止される。第１流通孔１４９
から水が浸入した場合でも、縦壁１４７が外方に傾斜し更に、縦壁１４７に第２流通孔１
５０Ａ、１５０Ｂが形成されているため、第１流通孔１４９から水が排出される。その際
、第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂが鉛直下向きとなるため水が排出され易い。
【００５６】
　バッテリパック２０は、必要に応じて、作業者が把持部１０４を把持してバッテリ収容
凹部１９から引き出すことによってバッテリ収容凹部１９から取り外される。取り外され
た後、図６（Ａ）に図示されるように、バッテリパック２０は底面が鉛直上向きとなるよ
うに裏返しに載置されることがある。
【００５７】
　図６（Ａ）の矢印に示されるように、第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂは上方に向けて開
口し鉛直方向に縦壁１４７を貫通している。上方から第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂに流
入した水は副室１４８を通って内側底板１４１の底面に到達する。バッテリパック２０の
底面が鉛直上向きとなっている状態において、内側底板１４１の底面はその左右外方縁に
向けて下方に傾斜しているため、内側底板１４１の底面に到達した水は内側底板１４１の
左右外方縁に向かって流れる。左右外方縁には第１流通孔１４９が設けられているため、
左右外方縁に到達した水は第１流通孔１４９を通って外に排出される。よって、バッテリ
セル９８への水の到達が防止される。
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【００５８】
　本実施形態では、第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂを通った水は領域Ｂに対応する内側底
板１４１の底面に到達する。しかし、第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂを通った水が領域Ａ
に対向する内側底板１４１の底面に到達した場合であっても、領域Ａに対応する内側底板
１４１の底面は左右外方縁に向けて下方に傾斜しているため水は左右外方縁に流れ、第１
流通孔１４９を通って外に排出される。
【００５９】
　第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂから副室１４８に到達した水は、内側底板１４１の底面
によってはじかれ所定の高さを有する水滴状になる。筒状フランジ１４３の基準面１４４
からの高さはその水滴の高さよりも高く設定されているため、副室１４８に到達し水滴と
なった水は主室９７に入り込むことがない。
【００６０】
　また、バッテリパック２０は、取り外された後、図６（Ｂ）に図示されるように左右側
面が鉛直上向きとなるように載置されることがある。
【００６１】
　左右側面が鉛直上向きとなるとき、第１流通孔１４９は上方に向けて開口している。突
出部１４９Ｂは、第１流通孔１６９の上縁部１４９Ａにおいてハウジング１００の側面に
沿って下方に突出する態様となっている。そのため、ハウジング１００の側壁を伝って下
に流れてくる水滴の副室１４８への流入が防止されている。第１流通孔１４９の開口が狭
められているため、水滴が副室１４８に浸入しにくい。
【００６２】
　バッテリパック２０の左右側面が鉛直上向きとなるように載置されたとき、内側底板１
４１の底面は鉛直下向きに進むにつれて外側底板１４５に近接する向きに傾斜している。
そのため、第１流通孔１４９を通り鉛直下向きの直線状の経路を通って筒状フランジ１４
３の側面に到達することができない。
【００６３】
　図６（Ｂ）に示されるように、第１流通孔１４９及び第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂか
ら直線状に開口部１４２に至る仮想経路上にはそれぞれ内部リブ１５２が存在しているた
め、第１流通孔１４９及び第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂから開口部１４２に至る経路は
すべて迷路状（ラビリンス状）となる。そのため、雨水等の第１流通孔１４９及び第２流
通孔１５０Ａ、１５０Ｂからのバッテリセル９８への到達が妨げられている。
【００６４】
　図６（Ｂ）には第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂの開口部１４２分に鉛直下向きに流入す
る水の経路が矢印で図示されている。図６（Ｂ）に示されるように、縦壁１４７は内側底
板１４１の基準面１４４に対して傾斜しているため、第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂの開
口部分に鉛直下向きに流入した水は、第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂを画定する側面に衝
突する。そのため、雨水等の第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂからのバッテリセル９８への
到達が妨げられている。
【００６５】
　また、縦壁１４７が外方に傾斜しているため縦壁１４７と外側平板部１４６との間に水
が留まりにくく、バッテリパック２０の姿勢を変えることで、作業者が副室１４８の内部
の水を容易に外へ排出させることができる。
【００６６】
　また、内側底板１４１と基準面１４４とのなす角度は領域Ａよりも領域Ｂの方が大きい
。よって、第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂに対向し、縦壁１４７に隣接する第２流通孔１
５０Ａ、１５０Ｂの上側から外方の範囲において、筒状フランジ１４３から第２流通孔１
５０Ａ、１５０Ｂの上側までの範囲よりも内側底板１４１と基準面１４４とのなす角度は
大きくなっている。第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂから副室１４８に浸入した水は、基準
面１４４が水平方向に対して角度φを超えるまで傾斜しない限り筒状フランジ１４３の側
に移動しない。そのため、バッテリセル９８への水の到達が妨げられている。
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【００６７】
　以上で具体的実施形態の説明を終えるが、本発明は上記実施形態に限定されることなく
幅広く変形実施することができる。本実施形態では、螺子によって外側底板１４５は内側
底板１４１に結合されていたが、接着、振動溶着等の手段によって結合されていてもよい
。
【００６８】
　上記実施形態では、第２流通孔１５０Ａ、１５０Ｂは縦壁１４７に設けられていたが、
図７に示されるように、外側平板部１４６に設けられていてもよい。外側平板部１４６に
設けられた場合であっても、第２流通孔１５０Ｃ、１５０Ｄが内側底板１４１の縦壁１４
７と内部リブ１５２との間の底面に向かって開口していればよい。バッテリパック２０の
底面が鉛直上向きとなるように配置された場合に、第２流通孔１５０Ｃ、１５０Ｄを通っ
て副室１４８に流入した水は、内側底板１４１の縦壁１４７と筒状フランジ１４３との間
の面に到達する。内側底板１４１の縦壁１４７と筒状フランジ１４３との間の面に到達し
た水は面を伝って下方へ流れ、第１流通孔１４９から排出されるため、バッテリセル９８
への水の到達が防止される。バッテリパック２０の底面が鉛直下向きとなるように配置さ
れた場合には、縦壁１４７と内部リブ１５２との間に溜まった副室１４８の内部の水は第
２流通孔１５０Ｃ、１５０Ｄから排出される。
【符号の説明】
【００６９】
１　　　　：電動芝刈機
２０　　　：バッテリパック
９７　　　：主室
９８　　　：バッテリセル
１００　　：ハウジング
１４１　　：内側底板
１４２　　：開口部
１４３　　：筒状フランジ
１４４　　：基準面
１４５　　：外側底板
１４６　　：外側平板部
１４７　　：縦壁
１４８　　：副室
１４９　　：第１流通孔
１５０Ａ　：第２流通孔
１５０Ｂ　：第２流通孔
１５０Ｃ　：第２流通孔
１５０Ｄ　：第２流通孔
１５２　　：内部リブ
Ｘ　　　　：空気流通路



(11) JP 6557207 B2 2019.8.7

【図１】 【図２】
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【図７】
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